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『 総合評価方式（ 建設工事） における「 担い手確保・ 育成への取組」 の 

評価について【 令和６ 年６ 月適用】（ 令和５ 年５ 月19日付）』 に関するＦ Ａ Ｑ  
 

・ こ の資料は、 令和５ 年５ 月19日にホームページに公表し た内容に関するＦ Ａ Ｑ です。  

・「 １  建設業者団体の取組実績」「 ２  建設業者団体地域組織の取組実績」「 ３  建設企業

の取組実績」 ごと に、 よく ある質問と 回答を 示し たも のです。  

 

１  建設業者団体の取組実績 

Ｑ １  Ｓ Ｎ Ｓ と は何を 指すのか。  

Ａ １  Ｓ Ｎ Ｓ と は、「 ソ ーシャ ルネッ ト ワーキングサービスの略で、 登録さ れた利用者同士

が交流でき る Webサイ ト の会員制サービ ス」（ 総務省Ｈ Ｐ よ り ） で、 I nst agr am、 X（ 旧

Twi t t er ）、 Facebook、 LI NEなどが該当し ます。  

 

Ｑ ２  Ｓ Ｎ Ｓ で発信する「 現場見学会や実習授業等、 団体取組の発信」 と は、 具体的にど
のよう なも のが該当するのか。  

Ａ ２  評価対象と なるＳ Ｎ Ｓ で発信する内容は、建設業の魅力発信やイ メ ージの向上に関す

るも のが該当し ます。 発信する情報の具体例を下記に示し ます。  

・ 現場見学会、 出前講座、 実習授業 

建設業者団体やその地域組織が主催し た現場見学会、 出前講座、 実習授業（ 発注

者と の共同開催も 含む）  

・ 教員や生徒・ 学生と の交流会 

建設業者団体が主催し た高校等教員と の交流会や生徒・ 学生と 女性技術者と の交

流会 

・ ボラ ンティ ア活動 

建設業者団体に属する企業が実施し たボラ ンティ ア活動（ 評価項目「 公共施設美

化活動実績」 で掲げたも のは除く ）  

・ 地域住民と のふれあい活動 

地域住民が主催し ている花植えイ ベン ト への参加、 地域防災訓練への参加、 交通

安全などの啓発活動など 

・ 不特定多数が参加するイ ベント への出展 

県の施設や公共性の高い施設で実施さ れる写真展、 まつり への建設機械の展示や

お仕事体験など 

 

Ｑ ３  投稿回数はどのよう に数えるのか。  

Ａ ３  １ つの活動を 複数回投稿し ている場合や複数のＳ Ｎ Ｓ で投稿し ている場合は、１ 回と

し てカ ウント し ます。  

建設業者団体以外のアカ ウン ト で投稿さ れたも のを シェ アし た場合はカ ウン ト し ま

せん。  

１ つの活動を どのＳ Ｎ Ｓ で投稿するかは限定し ません。 例えば、 Ａ 校での現場見学会

を Ｘ で投稿、 Ｂ 校の実習授業を 動画と し てI nst agr amで投稿し た場合は、 それぞれを１

令和７年９月２５日

 
 『総合評価方式（建設工事）における「担い手確保・育成への取組」の  

評価について』に関するＦＡＱ 



令和７ 年８ 月 22 日 

2 

 

回と し てカ ウント し ます。  

ただし 、 I nst agr amやFacebookのスト ーリ ーズのよう な、 一定時間で投稿が自動的に

消滅するも のはカ ウント の対象外と し ます。  

 

Ｑ ４  県内５ つの地域（ 北勢・ 中南勢・ 伊勢志摩・ 伊賀・ 東紀州） において、 各市町はそ
れぞれどの地域に属するのか。  

Ａ ４  各地域に属する市町は下記のと おり です。  

北勢地域  ： 四日市市、 桑名市、 鈴鹿市、 亀山市、 いなべ市、 木曽岬町、 東員町、  

菰野町、 朝日町、 川越町 

中南勢地区 ： 津市、 松阪市、 多気町、 明和町、 大台町 

伊勢志摩地域： 伊勢市、 鳥羽市、 志摩市、 玉城町、 度会町、 大紀町、 南伊勢町 

伊賀地域  ： 名張市、 伊賀市 

東紀州地域 ： 尾鷲市、 熊野市、 紀北町、 御浜町、 紀宝町 

 

Ｑ ５  高校等教員と の交流会は、対象と なる全ての高校等（ 工業系高校であれば県内全域、
工業系高校以外の高校等であれば各地域） の教員が出席し なければ評価さ れないのか。 

Ａ ５  対象と なる全ての高校等の教員が出席し ていなく ても 評価の対象と し ますが、２ 校以

上の教員の参加があっ たも のを 評価し ます。  

 

Ｑ ６  工業系高校と は何を 指すのか。  

Ａ ６  専門学科で「 工業学科」 を 設置し ている高等学校を指し ます。  

また、 専門学科で「 工業学科」 を 設置し ていなく ても 建設業に関わる小学科を 設置し

ている高等学校も 該当し ます。  

【 参考】 令和７ 年度該当高等学校（ １ ２ 校）  

・ 専門学科「 工業学科」 を 設置し ている高等学校 

桑名工業、 四日市工業、 四日市中央工業、 津工業、 松阪工業、 伊勢工業、  

伊勢まなび、 伊賀白鳳、 尾鷲 

・ 専門学科「 工業学科」 以外で建設業に関わる小学科を設置し ている高等学校 

四日市農芸、 久居農林、 相可 

 

Ｑ ７  工業系以外の高校等には何が該当するのか。  

Ａ ７  普通科、 総合学科、 専門学科で工業学科以外（ 商業、 農業等） のも のが該当し ます。  

 

Ｑ ８  対象と する高校は、 国立、 私立や定時制を 含むのか。  

Ａ ８  対象と する高校は、 全日制又は定時制の県立、 国立、 私立の高等学校又は高等専門学

校と し ます。  
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Ｑ ９  生徒・ 学生と 女性技術者と の交流会に参加する女性技術者は、 有資格者（ 技能合格
者） でなければなら ないか。 例えば、 技術職だが経験年数が浅く 資格等がない女性技
術者でも 評価さ れるのか。  

Ａ ９  交流会に参加する女性技術者は、 有資格者、 技能合格者、 現場経験のある者（ 担当技

術者等の実績がコ リ ンズで確認でき る者） と し ます。 建設業者団体側の参加者のう ち１

名以上の女性技術者が出席し ていれば評価の対象と し ます。  

 

Ｑ 10 入職前の職業教育及び入職後の教育訓練の内容はどのよ う なも のが評価対象と な
るのか。  

Ａ 10 入職前の職業教育は、働き 始める前の就職内定者の不安の解消や軽減を 目的と 考えら

れるこ と から 、実施する内容は必ずし も 即戦力と なるよう な技術や能力を 習得するも の

でなく 、ビジネスマナーや建設業に関する知識等を 周知すると いっ た内容でも 評価の対

象と し ます。  

なお、 就職内定者に対し て、 就職前の職業教育参加の義務付け（ 強制参加） するこ と

は、 就労前労働に該当し 労働基準法違反と なるため、 留意し てく ださ い。 こ のため参加

人数の多寡は評価の対象と し ており ません。  

 

入職後の教育訓練は、 企業で働き 始めた従業員に対し て、 業務に従事するために必要

な基礎的な知識等を教育するも のと 考えら れますので、 具体的には、 新入社員研修や実

務講習などを評価の対象と し ます。  

 

Ｑ 11 入職前の職業教育を 開催し よう と し たが、就職内定者全員が辞退し たため研修の参
加者が０ 名と なっ た。 こ のよう な場合は評価対象と なるのか。  

Ａ 11 就職内定者全員が入職前の職業教育参加を 辞退し た場合でも 、使用する予定だっ た研

修資料及び開催案内を 確認するこ と で評価し ます。  

 

Ｑ 12 職業教育及び教育訓練で、建設業者団体内にその年の新規入職者が１ 名し かいなか
っ た場合は、 評価さ れるのか。 また、 新規入職者に年齢や入職時期（ 中途採用） の制
限はあるのか。  

Ａ 12 入職者が１ 名でも 職業教育及び教育訓練を 実施すれば評価の対象と なり ます。  

また、 入職者の年齢については３ ９ 歳以下と し 、 入職時期については問いません。  

 

Ｑ 13 建設業者団体に所属する企業において、 女性技術者や新規入職者がいない場合、 そ
の企業は生徒・ 学生と 女性技術者と の交流会や入職前の職業教育及び入職後の教育訓
練の取組には関与でき ないが、 その場合の評価はどう なるのか。  

Ａ 13 当該項目は、 建設業者団体の行う 取組を 評価するも のであるこ と から 、 所属する企業

に女性技術者や新入社員がいないなどの理由によ り 各取り 組みに関与でき なかっ たと

し ても 、 建設業者団体と し て生徒・ 学生と 女性技術者と の交流会や入職前の職業教育及

び入職後の教育訓練の取組を 実施し ていれば、 建設業者団体に所属する企業は、 すべて

加点対象と なり ます。  
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Ｑ 14 建設業者団体全ての会員企業に、女性技術者や新規入職者がいなかっ た場合は取組
を 行えないが、 評価はどう なるのか。  

Ａ 14 建設業者団体全ての会員企業に女性技術者や新規入職者がいない場合は、取組を実施

するこ と ができ ないため、 評価の対象と なり ません。  

 

Ｑ 15 高校等教諭と の交流会で、 １ つの高校に工業学科及びそれ以外の学科（ 普通科等）
がある場合、 県内全域（ 工業系） と 県内５ つの地域（ 工業系以外） のどちら で取組を
行えばよいか。  

Ａ 15 どちら で取組を 行っ ても 構いません。  

 

Ｑ 16 大学、 短期大学は、 取組の対象と なる学部や学科は指定さ れているのか。  

Ａ 16 学部や学科の指定はあり ませんが、 女性技術者と の交流会ですので、 将来技術者と

し て就職さ れる学生がみえる学部や学科を 対象と するよう 検討をお願いし ます。  

 

２  建設業者団体地域組織の取組実績 

Ｑ １  地域組織と は何を指すのか。  

Ａ １  建設業者団体の地域組織は、 法令や規則などで定義付けら れたも のはあり ません。 建

設業者団体が県内全域にわたっ て事業活動を 行う 際、各地域の実情に即し た活動を行う

ため、 各地域に活動拠点を設置するこ と が一般的であると 考えら れます。 こ のため、 こ

の評価項目では、１ つの建設事務所の管内を 超えない範囲を 管轄し ている活動拠点を 指

し ます。  

 

Ｑ ２  地域組織が行う 取組（ ①現場見学会 ②出前授業 ③実習授業） は、 どこ で実施し た
ら よいのか。  

Ａ ２  地域組織の実施する取組は、 三重県内の大学、 短期大学、 高校等（ 高等学校、 中等教

育学校、 特別支援学校及び高等専門学校）、 中学校及び小学校が対象と なり ますが、 高

校等、 中学校及び小学校については、 基本的に各地域組織の管轄内にある学校で実施す

るよう お願いし ます。  

※取組場所等について不明な点があり まし たら 、 必ず事前にお問い合わせく ださ い。  

 

Ｑ ３  地域組織が行う 取組（ ①現場見学会 ②出前授業 ③実習授業） は、 いずれかを 必ず
毎年開催し なければなら ないのか。  

Ａ ３  評価期間は直近過去２ 年度又は当該年度であり 、その期間内にいずれか１ つを 開催し

ていれば評価対象と なり ますので、 開催する教育機関の意向等を 十分確認・ 配慮し 、 地

域組織の活動を 進めていただき ますよう お願いし ます。  

 

Ｑ ４  ２ つの地域組織が合同で取組を実施し た場合、 加点の対象と なるのは。  
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Ａ ４  ２ つの地域組織が合同で取組を実施し た場合は、 Ｑ ５ の場合を除き 、 どちら か一方が

加点の対象と なり ます。  

 

Ｑ ５  １ つの建設事務所管内に２ つの地域組織があると こ ろ において、合同で取組を 実施
し た場合、 加点の対象と なるのは。  

Ａ ５  ２ つの地域組織に所属する企業が加点の対象と なり ます。  

 

Ｑ ６  今回の担い手確保・ 育成の取組における「 現場見学会」「 出前授業」「 実習授業」 と
社会貢献度のカ フ ェ テリ ア方式における「 現場見学会等の開催実績」 と では何が違う
のか。  

Ａ ６  当該取組における「 現場見学会」「 出前授業」「 実習授業」 は、 就職希望者が参加する

こ と で建設業に興味や関心を 持っ ていただき 、就職先と し て建設企業を 選択する又は進

学者が建設業に関係する進路を 選択するこ と を期待し ており 、 担い手確保・ 育成の取組

と し て評価するも のです。  

なお、 社会貢献度で評価し ている現場見学会等は、 現場見学会の会場と なっ た現場の

元請企業や、 出前授業等で講師と し て係わっ た企業のみが評価対象と なっ ていますが、

当該項目では、建設業者団体の地域組織に属する企業すべてが評価対象と なっ ています。 

一方、 社会貢献度の「 現場見学会等の開催実績」 は、 工事現場と いう 普段入るこ と が

でき ない場所で工事の内容を 見学し 理解するこ と や、出前授業で実際に建設業に携わる

人の生の話を聴く こ と 等、通常の授業では得ら れない特別な体験を 生徒に与え見識を 広

めても ら う こ と が企業の社会貢献に繋がるこ と から 評価するも のです。  

 

Ｑ ７  大学や短期大学で現場見学会等の出席者が結果と し て１ ０ 名に満たなかっ た場合、
「 １ ０ 名以上の参加が見込めなかっ たこ と が分かる資料」 は、 どのよう なも のになる
のか。  

Ａ ７  対象と なる 学生の数が全体で１ ０ 名に満たなかっ た場合の資料は、 当該現場見学会

等を 開催するにあたっ て大学又は短期大学と 調整し た概要を 記し たも の（ 大学側のサ

イ ン等は不要） と し ます。  

 

３  建設企業の取組 

Ｑ １  社則等と はどう いう も のを 指すのか。  

Ａ １  就業規則、 社内規定、 社内ルールが該当し ます。  

なお、就業規則のよう な労働者から の意見聴取や労働基準監督署への届出は求めませ

んが、 従業員への周知については、 労働基準法第１ ０ ６ 条（ 常時各作業場の見やすい場

所へ掲示し 、 又は備え付けるこ と 、 書面を交付するこ と その他厚生労働省令で定める方

法によっ て、 労働者に周知さ せなければなら ない） と 同等の措置又は、 従業員への説明

が実施さ れている場合に評価し ます。  

 

Ｑ ２  取組の項目が記載さ れた社則等について、従業員へ周知し ていると いう こ と を どの
よう に確認するのか。  
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Ａ ２  従業員への周知の方法は、 常時各作業所の見やすい場所へ掲示又は備え付ける、 書面

を 従業員に交付する、 電子データ 化し 従業員が常時内容を確認するこ と ができ る、 従業

員への説明会を 想定し ています。  

県への確認資料提出は、 以下に基づき 対応願います。  

・ 掲示又は備え付けで周知し た場合は、 遠景及び近景の写真を 提出し てく ださ い。  

・ 書面の交付で周知し た場合は、 交付し た書面の写し を 提出し てく ださ い。  

・ 電子データ 化し 周知し た場合は、パソ コ ン等の画面に社則等が表示さ れている状態

の写真や当該画面のスク リ ーンショ ッ ト を提出し てく ださ い。  

・ 従業員への説明会により 周知し た場合は、説明会の開催状況の写真を提出し てく だ

さ い。  

 

Ｑ ３  キャ リ アパスと はどう いう も のか。 どのよう なも のが評価対象と なるのか。  

Ａ ３  キャ リ アパスと は、 企業内での仕事における最終的な目標を 定め、 そこ に向かっ て進

んでいく ための道筋を 表し たも のです。 すなわち 、 どのよ う な仕事を どれだけ経験し 、

どのよう なスキル・ 能力を 身に付ければよいか、 目標に向かっ て進んでいく ための道筋

を 具体化し たも のです。  

こ のため、 キャ リ アパスは最低限、 企業内の最終的な目標に到達するまでの各段階の

「 企業内での役職」「 必要と する経験年数」「 必要と する資格」 が示さ れているも のを評

価対象と し ます。（ 別図参照）  

 

Ｑ ４  キャ リ アパスについて、 技術職、 技能職、 事務職の３ つは、 必ず策定する必要がある
のか。 例えば、 技術職と 技能職を１ つのキャ リ アパスで表し た場合評価さ れるのか。  

Ａ ４  こ の取組は、 全ての従業員が自身のキャ リ アプラ ンを 描けるよう にするこ と で、 就職

し た企業に定着し ても ら う こ と が目的です。こ のため建設業にと っ て必須であると 考え

る技術職・ 技能職・ 事務職については、 最低限策定し ていいただく 必要があり ます。  

なお、 評価の際は、 役職、 経験年数（ 目標年齢）、 職務内容、 必要と する資格や能力

について記載があるかを 審査し ます。  

 

Ｑ ５  現在会社に技能職や事務職がいない場合でも 、それぞれのキャ リ アパスを作成する
必要があるのか。  

Ａ ５  現在会社に技能職や事務職の方がいなかっ たと し ても 、将来技能職や事務職の方が入

社さ れるこ と を 想定し て、 それぞれのキャ リ アパスを作成し てく ださ い。  

 

Ｑ ６  キャ リ アアッ プの支援について、「 資格取得のための試験・ 研修の費用負担」「 技能
や資格取得に伴う 一時金や手当の支給」「 職場内での学習制度」 と は、 どのよう な取
組を 指すのか。  

Ａ ６  

・ 資格取得のための試験・ 研修の費用負担 

「 受験料」「 受講料」「 教材費」 などの費用負担が考えら れますが、 当該項目では「 受

験料」 の全額又は「 受講料」 半額以上のいずれかを 負担し ている場合に評価し ます。  

・ 技能や資格取得に伴う 一時金や手当の支給 
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資格取得等に伴う 報奨で、 一度だけ支給する報奨金、 基本賃金以外に支給さ れる資

格手当、 昇給を する場合に評価し ます。  

・ 職場内での学習制度 

就業時間中に資格取得のための社内研修への参加や学習する時間が確保でき るよ う 、

現場作業や会社内の事務などの業務の軽減や免除し 、 職場内ででき る制度を 設けて

いる場合に評価し ます。  

なお、 勉強会のための特別休暇の付与、 就業時間外のみの勉強時間の確保、 勉強の

ための在宅勤務や社外で行う 研修会の参加のみの場合は評価さ れません。  

 

Ｑ ７  技能や資格取得に伴う 一時金や手当の支給は、 金銭以外も 対象と なるのか。  

Ａ ７  報奨金や資格手当、 昇給などの金銭のみを対象と し 、 物品の贈呈や特別休暇の付与な

ど金銭以外のも のについては対象外と し ます。  

 

Ｑ ８  キャ リ アアッ プの支援は、 ３ つ全てを取組まないと 評価さ れないのか。  

Ａ ８  キャ リ アアッ プの支援は、「 資格取得のための試験・ 研修の費用負担」「 技能や資格取

得に伴う 一時金や手当の支給」「 職場内での学習制度」 の３ つ全てを 取組んだ場合に評

価し ます。  

 

Ｑ ９  ハラ スメ ント 研修の開催について、専門知識を有する講師と はどう いう 人物を 指す
のか。  

Ａ ９  官民を 問わず、ハラ スメ ント の講師派遣を 実施し ている組織に所属し ている者と し ま

す。講師派遣を 実施し ている組織は、三重県内では、三重県男女共同参画センタ ーの「 フ

レ ンテみえ」 などが該当し ます。  

なお、 社員の方が講師と し て実施し た研修（ 講師養成の研修等を 受講し た社員が実施

する場合を 含む） は評価の対象と し ません。  

 

Ｑ 10 ハラ スメ ント 研修について、複数の企業が合同で実施し た場合でも 評価し ても ら え
るのか。  

Ａ 10 複数の企業が合同で実施し た場合も 評価さ れます。  

ただし 、従業員数の半数以上かつ役員の半数以上が研修に参加し た企業のみが評価対

象と なり ます。  

 

Ｑ 11 ハラ スメ ント の講習会（ セミ ナー） に参加し た場合は、 評価さ れるのか。  

Ａ 11 こ の項目は、 各企業の従業員及び役員の半数以上の出席を 求めているため、 不特定多

数が参加でき る一般向けのハラ スメ ント 講習会（ セミ ナー） ではなく 、 派遣さ れた講師

による研修を対象と し ているこ と から 、 講習会（ セミ ナー） の参加は評価し ません。  

 

Ｑ 12 ハラ スメ ント 研修は、 複数回に分けて行っ ても よいのか。  

Ａ 12 同一年度内であれば、 複数回に分けて実施し ても 、 合算し て従業員数の半数以上かつ
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役員の半数以上が参加さ れれば、 評価の対象と なり ます。  

 

Ｑ 13 福利厚生の充実について、建設業者団体が運営管理機関と 提携し ている企業型確定拠

出年金（ 企業型Ｄ Ｃ ） があり それを 利用し ているが、 提出書類は何が必要か。  

Ａ 13 建設業者団体が運営管理機関と 提携し ている企業型Ｄ Ｃ を 利用し た場合でも 総合評

価で評価さ れます。 その場合、 社則等の写し 及び運営管理機関が発行する証明書の写

し （ 発行日が公告日以前の日付であるこ と ） にて評価し ます。  

 

Ｑ 14 職場i DeCoや職場つみたてNI SAと はどう いう も のか。  

Ａ 12 職場i DeCo・ ・ ・ i DeCoは、 従業員（ 個人） と 運営管理機関が契約を結ぶ制度ですが、

職場i DeCoは、 従業員と 運営管理機関と の間に企業が入り 従業員に対し

て様々なサポート を する も のを 想定し ています。 サポート の具体例は、

年金制度の情報提供、 投資を 学べる機会の提供、 給与天引き などです。

総合評価では、 こ れら のサポート を 実施し 、 かつ、 継続的に行われるこ

と を確認するため企業と 運営管理機関が取交わし た書面（ 書面には、 企

業名及び運営管理機関名、 運用開始年月日、 サポート の内容などを記載

し てく ださ い） の提出を求めています。  

職場つみたてNI SA・ ・ ・ 職場つみたてNI SAは、 日本証券業協会が「 職場つみたてNI SAに

関するガイ ド ラ イ ン」 を 策定し ており 、 こ のガイ ド ラ イ ンに基づく NI SA

を 取り 扱っ ている業者と 提携などを し ている場合に評価し ます。  

※職場つみたてNI SAと は、 職場において、 福利厚生目的のために役職員

等（ 利用者） が定時定額で拠出し た資金等を も っ てNI SA取扱業者が選定

し た金融商品に投資する仕組みを いう （ ガイ ド ラ イ ン抜粋）  

 

 

４  その他 

Ｑ １  ①建設業者団体の取組実績や②建設業者団体地域組織の取組実績について、最近当
該団体に加入し て実際の取組に関わっ ていない企業は加点さ れるのか。  

Ａ １  ①建設業者団体の取組実績や②建設業者団体地域組織の取組実績について、評価対象

者は「 建設業者団体」 や「 建設業者団体地域組織」 に属する企業であるため、 公告時点

において団体に加入し ているのであれば、こ れら が評価対象期間中に取組を実施し た時

に団体に加入し ていなく ても 、 加点の対象と なり ます。  

 

Ｑ ２  今回の担い手確保・ 育成の取組（ ２ ） についての問い合わせはどこ にすればよいか。 

Ａ ２  担い手確保・ 育成の取組（ ２ ） に関する個別具体の相談など、 ご不明なこ と があり ま

し たら 、 県土整備部 公共事業運営課 総合評価班（ TEL： 059-224-2696 E-mai l ：

nyukan@pr ef . mi e. l g. j p） までお問い合わせく ださ い。  
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